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事業の実施状況（医療分） 

事業の区分 Ⅰ－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整

備に関する事業 

事業名 【No.2（医療分）】 

政策医療提供体制整備事業 

【総事業費（計画期間の総額）】 

604,954 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

全保健医療圏 

事業の実施主体 茨城県 

事業の期間 令和 3 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

・地域医療構想に基づく医療機能の分化・連携を推進するためには、地域

において、小児・周産期・救急等の政策医療を担う拠点となる医療機関

の体制整備が必要である。 

・本県においては、政策医療を担う拠点となる医療機関の体制が脆弱であ

ることから、各地域医療構想調整会議の議論の中で、拠点整備に向けた

集約化や連携の構築による体制整備が課題となっている。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標： 

＜小児医療提供体制整備＞ 

・幼児、小児死亡率(小児人口 10万人対)の減少 

 20.7 人(H28) →現況値 24.0 人(R3) →目標値 18.2 人(全国平均以下) 

＜周産期医療提供体制整備＞ 

・周産期母子医療センター施設数 

 総合：3 病院、地域：4 病院(R3)→総合：3 病院、地域：4 病院（施設数の維持） 

＜救急等地域医療提供体制整備＞ 

・救急搬送時間の短縮 

 42.7 分(H27) →現況値 44.9 分(R3) →目標値 42.8 分(全国平均以下) 

事業の内容（当初計画） ＜小児医療提供体制整備＞ 
・小児救急医療の拠点となる病院の機能強化に必要な施設整備及び人材確

保に係る経費等を支援する。 
＜周産期医療提供体制整備＞ 
・周産期医療の拠点となる病院や分娩取扱医療機関の強化に必要な施設整

備及び人材確保に係る経費等を支援する。 
＜救急等地域医療提供体制整備＞ 
・地域の政策医療の拠点となる病院の機能強化に必要な施設整備及び人材

確保に係る経費等を支援する。 
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→ 上記事業を実施することにより、政策医療を担う拠点病院が整備さ

れ、医療機能の分化・連携が進み、不足している回復期病床の整備が

促進されるとともに、高度急性期、急性期病床へ適正な患者が入院す

ることになり、在院日数の短縮にも寄与する。 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

＜小児医療提供体制整備＞ 
・補助施設数 輪番制：3、拠点病院制：5（R3、R5） 
・拠点病院の体制整備支援 ２病院 
＜周産期医療提供体制整備＞ 
・補助施設数 31 施設（R3）、30 施設（R5） 
・拠点病院の体制整備支援 ２病院 
＜救急等地域医療提供体制整備＞ 
・拠点病院の体制整備支援 ２病院 

アウトプット指標 

（達成値） 

・＜小児医療提供体制整備＞ 
・補助施設数 輪番制：3、拠点病院制：5（R3、R5） 
・拠点病院の体制整備支援 ２病院 
＜周産期医療提供体制整備＞ 
・補助施設数 31 施設（R3）、30 施設（R5） 
・拠点病院の体制整備支援 ２病院 
＜救急等地域医療提供体制整備＞ 
・拠点病院の体制整備支援 ２病院 

事業の有効性・効率性 ①幼児、小児死亡率(小児人口 10万人対)の減少 

 24.0 人(R3) → 22.4 人(R4) 

②周産期母子医療センター施設数 

 総合：３病院、地域：４病院(R3)  

→ 総合：３病院、地域：４病院 

③救急搬送時間の短縮 

44.9 分(R3) → 48.3 分(R4) 

（１）事業の有効性 

・全 8 医療圏で、小児救急医療を担う病院の体制整備に係る経費を支援す

ることができ、幼児、小児死亡率（小児人口 10万人対）は、当初(R1)と比

較し低下した。今後も目標値を達成できるよう、小児救急医療担う病院へ

の支援を行っていく。 

・産科医療機関への補助については、27施設に支援することができた。今

後は、対象医療機関へ必要な支援についての効果測定を行う。 

・救急搬送時間の短縮には地域の中核医療機関の受入体制強化が重要と考

えている。その中で、特に医療資源が乏しく搬送時間が長くなっている鹿

行地域、県北山間地域の中核医療機関に、県主導で医師を派遣することに

より、受入体制の強化を図ることができた。 
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・目標の全国平均以下は達成できなかったが、全国的に新型コロナウイル

スの感染拡大により救急搬送時間が延伸している中で、本県はこれらの対

策等を講じた結果、令和元年と比較し全国平均との差を 2.7 分短縮するこ

とができた。 

（２）事業の効率性 

・輪番制方式による 3 医療圏、拠点病院方式による 5 医療圏での運営費補

助を行うことで、休日･夜間における小児救急患者への医療提供体制を維持

することができた。 

・分娩取扱医療機関に対して、当直非常勤医師の確保経費を補助すること

で、周産期医療体制を維持することができた。 

 

その他  
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事業の実施状況（介護分） 

 
事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.5-19（介護分）】 

複数事業所連携事業 

【総事業費】 

27,586 千円 

事業の対象となる

区域 
県内全高齢者福祉圏 

事業の実施主体 高齢者施設・事業所等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 
高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

【介護職員需給推計（2019 年） 推計期間：令和元年度～令和 7 年度】 

 ・介護職員数 42,001 人 → 49,020 人 
事業の内容（当初

計画） 
複数の施設・事業所が連携して実施する人材育成のための合同研修、人事

交流に係る経費に対する補助 
アウトプット指標

（当初の目標値） 
研修参加者数 5,000 人 

アウトプット指標

（達成値） 
研修参加者数 5,104 人 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標値： 
介護職員数の増加 →観察できた。 

令和 6 年 3 月 31 日時点 介護職員数 43,548 人 

（１）事業の有効性 
 本事業の実施により、現任職員の資質の向上に繋げることができたと考

えられる。 
（２）事業の効率性 
 研修会の実施を支援することにより、知識や技術の習得だけでなく、施

設間の情報交換や交流の場としても活用できるものと考えられる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  
事業名 【No.5-20 介護分）】 

キャリアアップ支援事業 

【総事業費】 

    9,273 千円 

事業の対象となる区

域 

県内全高齢者福祉圏 

事業の実施主体 介護福祉士養成施設等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築 

を図る。 

アウトカム指標： 

【介護職員需給推計（2019 年） 推計期間：令和元年度～令和 7 年度】 

 ・介護職員数 42,001 人 → 49,020 人 

事業の内容（当初計

画） 

職場外訓練を行うことが困難な事業所に従事する者のキャリアアップ

を支援するために行う研修に対する補助 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

研修参加人数 1,000 人 

アウトプット指標

（達成値） 

研修参加人数 2,054 人 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標値： 
介護職員数の増加 →観察できた。 

令和 6 年 3 月 31 日時点 介護職員数 43,548 人 

（１）事業の有効性 
本事業の実施により、施設・事業所に従事する者の資質向上に繋げるこ

とができたと考えられる。 
（２）事業の効率性 
職場外訓練を行うことが困難な事業所に従事する職員の研修を実施す

るための費用を介護福祉士養成施設に助成することにより、受講の機会を

増やすことで、資質の向上に繋げることができたと考えられる。また、知

識や技術の習得だけでなく、情報交換や交流の場としても活用できるもの

と考えられる。 
その他  

 

 


